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９．亀山市環境基本計画及び実施計画（シーゼンプラン） 

 

（１）計画の概要 

   亀山市は森林や河川といった豊かな自然に恵まれており、環境保全条例を策定し、

自然環境の保全に努めてきました。その一方で、工業団地を造成して企業の誘致を図

るなど、一層の経済の発展もめざしてきました。 

   近年、環境と経済は相反するものではなく、相互に影響を与えながら発展を続ける

ことで持続可能な開発が可能になるという考え方が生まれ、１９９２年の地球サミッ

トを契機に世界的な議論が進められており、環境と経済が良好な関係を保ちながら発

展する姿が求められています。 

   このような背景を受け、亀山市環境基本条例に基づき、環境の保全及び創造に市民、

事業者、市が一体となって取り組んで行くため、平成１７年３月に「亀山市環境基本

計画」を策定しました。本計画は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するためのものです。 

 

（２）亀山市環境基本計画実施計画（シーゼンプラン） 

   亀山市では、「亀山市環境基本計画」に基づき実施計画を作成し、ＩＳＯ１４００

１亀山市環境マネジメントシステムによって推進しています。 

 実施計画は、施策、施策に関係する事業及び実施項目、担当室、スケジュール等を

整理して作成し、事務局で総括的に管理するものとしています。また、施策（目的）

から逸脱しないようにし、実施計画の実効性を高めるため、事業の実施事項（目標）

を管理し、継続的に改善します。 

 この実施計画の名前には、平成１６年に市制５０周年記念事業の一つとして市内小

学校５・６年生児童を対象に募集し決定した自然保護イメージキャラクター「シーゼ

ン」を用いました。この計画の名前「シーゼン・プラン」には、亀山市の豊かな自然

を守ろうと、それぞれの想いでキャラクターをイメージした子どもたちが自分の子ど

もを持つときも、同じように恵み豊かな環境が引き継がれますようにという願いが込

められています。
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（３）プランの推進項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の体系

基本目標 施策の方針 基本的な施策

１
　
自
主
･
協
働
に
よ

る
取
り
組
み
の
促
進

（

参
画
）

ごみ減量と再使用・再生利用の推進

ごみの適正処理の推進

地球規模の環境問題への対応

２
　
自
然
と
の
共
生
（

共
生
） 自然とのふれあいの創出

生活排水対策の推進

道路交通対策の推進

快適な生活空間の創出

推進体制の整備

豊かな自然の保全

里山・農地の保全

生物の多様性の確保

⑥環境負荷の少ない社会の形成

⑨歴史的町並みの保存と整備

⑩住みよいまちの形成

⑪まちの美観の向上

①ごみの発生抑制

⑤化学物質対策の推進

⑥産業公害の防止

⑦新たなエネルギーの活用

⑧健全な水循環の確保

⑨国際的意識の形成

②ごみ減量の推進

③再使用・再生利用活動の活性化

④不法投棄の防止

⑤屋外焼却・自家焼却の抑制

⑦環境保全型農業の促進

⑧自主的取り組みの促進

①排水処理対策の推進

②発生源対策の推進

③交通流対策の推進

④環境対策の推進

⑥生育・生息空間の復元

⑦在来種保護の推進

⑧ふれあいの場の創出

⑨ふれあいの機会の創出

②水辺環境の保全

③里山の整備と活用

④農地の保全と活用

⑤生育・生息空間の保全

３
　
快
適
な
生
活
環
境
の
創
造
（

安
心
）

４
　
循
環
型
社
会
の
構
築
（

循
環
）

環境教育・環境学習の推進 ①環境について学ぶ場の提供

②環境について学ぶ機会の充実

③人材の育成・確保

④参画体制の整備

⑤環境保全活動の促進

⑥環境情報の共有化

①森林の保全


